
（平成２１年７月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認栃木地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

栃木国民年金 事案 602 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年１月から同年３月までの国民年金付加保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年１月から同年３月まで 

    昭和 48 年 10 月に妻と共に付加年金加入の届出をし、その後は夫婦で付

加保険料も含めて納付してきたはずなので、申立期間が定額保険料のみの

納付とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は１回、かつ、３か月と短期間であるとともに、定額保険料はす

べて納付済みとなっており、長期間にわたって保険料を前納しているなど、

申立人の納付意識の高さがうかがえる。 

また、昭和 50 年４月から 12 月までの期間の付加保険料が納付されている

ことから、同一年度内である申立期間についても、納付額に付加保険料が含

まれた納付書が発行されていたと考えるのが自然である。 

さらに、一緒に付加年金加入の届出を行ったとする申立人の妻の付加保険

料は、昭和 48 年 10 月以降、申立期間を含めてすべて納付済みとなっており、

申立期間以外の納付状況が基本的に夫婦同一であることから、申立人の申立

期間のみ、付加保険料が納付されていないのは不自然である。 

加えて、申立人は昭和 48 年 10 月から付加保険料を納付しているにもかか

わらず、社会保険庁のオンライン記録では、51 年４月に付加年金加入の届出

を行った記録になっている上、市町村が保管する被保険者名簿では、申立期

間の保険料は定額保険料も未納とされているなど、行政側の記録管理に不適

正な点も見受けられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金

付加保険料を納付していたものと認められる。



                      

  

栃木国民年金 事案 603 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年 11月から 58年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年 11月から 58年３月まで 

国民年金保険料は、母が婦人会を通じて納めてくれていた。申立期間の

保険料に係る婦人会の預り証を所持している上、一緒に納めていた父は納

付済みなので、私が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、その母親が婦人会を通じ

て納付していたと主張しているところ、申立期間当時、婦人会が保険料を徴

収していたことが、役場職員の証言から確認できる。 

また、申立人は、申立期間の保険料に係る、婦人会が発行したとする預り

証を所持している。 

さらに、申立期間当時同居していたとするその父親は、国民年金制度が発

足した昭和 36 年４月以降、申立期間を含め、保険料をすべて納付している。 

その上、申立期間は５か月と短期間であるとともに、申立人は、国民年金

加入期間の保険料をすべて納付している上、厚生年金保険と国民年金の切替

手続を適正に行っていたことも確認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

栃木国民年金 事案 604 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年７月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年７月から 37年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、納付書により郵便局で納付した。国民年

金手帳に検認記録は無いが、同様に検認記録が無い昭和 37 年４月から 39

年３月までの期間については納付済みとなっており、申立期間も同様に納

付したはずなので、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、38 年５か月に及ぶ国民年金加入期間について、申立期間の９か

月を除き全て保険料を納付しているなど、年金保険料の納付意識が高かった

ことがうかがえる。 

 また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 38 年６月に払い出されてい

るとともに、37 年度の保険料は納付済みとなっていることから、申立人は、

国民年金加入後に過去の未納期間を解消するため、さかのぼって保険料を納

付したことが推認できる。 

さらに、申立人が納付したとする保険料額は、当時の保険料額と一致して

おり、納付したとする場所等についても、不自然な点は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



栃木厚生年金 事案 308 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 57年３月から平成５年 11月までの期間に

ついて、その主張する標準報酬月額（16 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標

準報酬月額に係る記録を 16万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る昭和 57 年３月から平成５年 11 月までの期

間の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年６月１日から平成５年 12月 13日まで 

   Ａ社に勤務していた期間について、標準報酬月額の記録が実際の報酬額よ

り低いことがわかった。保険料控除額が確認できる給与明細書があるので、

適正な金額に訂正してもらいたい。 

  （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 57年３月から平成５年 11月までの標準報酬月額につ

いては、申立人から提出のあった給与明細書に記載されている厚生年金保険料

控除額等から判断すると、16万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は平成 12 年に適用事業所ではなくなっており、当時の事業主とも連絡が取れ

ず不明であるが、申立期間に係る給与明細書等において確認できる報酬月額又

は保険料控除額に見合う標準報酬月額と、社会保険事務所で記録されている標

準報酬月額が昭和 57年３月から平成５年 11月までの期間について，長期間に

わたり一致していないことから、事業主は、同給与明細書等で確認できる報酬

月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保

険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



一方、申立期間のうち昭和 38 年６月から 57年２月までの期間については、

申立人の記憶も不明 瞭
りょう

で、事業主及び同僚からも当時の事情を聴取すること

ができない上、社会保険事務所の管理する申立人及び同僚の記録にも不自然な

処理は見られない。 

このほか、厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料、周辺事情は

無いことから、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 309 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成８年５月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 26万円とすることが

必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年５月 21日から同年 10月１日まで 

    私は、平成８年５月から 12 年１月までの期間、Ａ社に勤務していたが、

厚生年金保険の加入記録を見たところ、８年 10 月１日から退職までの記録

となっており、入社から８年９月までの期間の記録が無いのはおかしい。給

与明細書も持っており、給与から保険料も引かれているので、申立期間につ

いて被保険者であったことを認めて欲しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持していた給与明細書、事業所保管の給与台帳及び雇用保険の加

入記録により、申立人は、Ａ社に平成８年５月 21 日から継続し、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額から、

26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、「申立人の平成８年５月から同年９月までの厚生年金保険料

は、間違いなく給与から控除しており、社会保険事務所に納付していない。事

務処理の誤りがあった。」と供述していることから、申立人の厚生年金保険被

保険者資格取得届の資格取得日を平成８年10月１日と誤って届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の保険料について納入告知を行って

おらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 310 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち平成８年 10 月について、その主張する標準報酬

月額（22万円）に基づく厚生年金保険料を、事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 22 万

円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かに

ついては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年 10月１日から 14年４月１日まで 

    申立期間について、Ａ社に勤務していたが、退職後、元上司から、従業員

の標準報酬月額を改ざんしていたとの話を聞いた。また、当時の給与明細書

を見ても、保険料控除額に不審な点がある。調査の上、本来の標準報酬月額

に訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち平成８年10月について、申立人が提出した給与明細書から、

申立人がその主張する標準報酬月額（22万円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていることが認められる。  

したがって、申立人の標準報酬月額については給与明細書において確認でき

る保険料控除額から，申立期間のうち平成８年 10月については 22万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料、周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料、周辺事情が無いことから、行ったとは認



                      

  

められない。 

一方、申立期間のうち平成８年 11 月から 14 年３月までの期間については、

社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が、給与明細書により、事業主

が源泉控除したと認められる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額を超え

ていると認められることから、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち平成 15年４月から 16年６月までの期間について、

その主張する標準報酬月額（24万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額

に係る記録を 24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10年５月１日から 14年２月９日まで 

             ② 平成 14年４月１日から 18年２月 21日まで 

    申立期間についてＡ社に勤務していたが、当時から自分の標準報酬月額に

ついて疑問があったので、会社に問い合わせたが取り合ってもらえなかった。

申立期間について、本来の標準報酬月額に訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち平成 15年４月から 16年６月までの期間について、申立人が

提出した給与明細書から、申立人がその主張する標準報酬月額（24 万円）に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが認められ

る。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う

標準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が長期間にわ

たり一致していないことから、事業主は、給与明細書で確認できる保険料控除

額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標

準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

一方、申立期間のうち平成 10年５月から 14年１月までの期間、14年４月か



                      

  

ら 15 年３月までの期間及び 16 年７月から 18 年１月までの期間については、

社会保険事務所で記録されている標準報酬月額は、給与明細書により、事業主

が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額を

超えていると認められることから、申立人がその主張する標準報酬月額に基づ

く保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



栃木国民年金 事案 605 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から 49 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 49年５月まで 

    申立期間については、Ａ事業所を退職して村のＢ委員会で働き始めたこ

とから、役場の担当職員に勧められて国民年金に加入した。当時は、村を

挙げて国民年金の加入促進を図っており、その立場にあった自分が未加入

とされているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ事業所を退職して、昭和 48 年４月から村のＢ委員会で働き

始めたことから国民年金に加入した。当時は村を挙げて国民年金の加入促進

を図っており、その立場にあった自分が未加入となっているのは納得がいか

ない。」と主張しているが、申立人から聴取しても、国民年金の加入手続及

び保険料の納付方法等に係る記憶は曖昧
あいまい

であることから、国民年金の加入状

況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人は、村のＢ委員会で働いていたとする申立期間においても、

引き続いてＣ共済組合員であったことがＣ共済組合地方支部で確認できるこ

とから、申立人は国民年金には加入できなかったものと推察される。 

さらに、申立期間に係る国民年金手帳記号番号払出簿を調査しても、申立

人の名前は見当たらない上、ほかに申立人が申立期間において国民年金に加

入していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



栃木国民年金 事案 606 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年４月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 49年３月まで 

    国民年金保険料については、亡夫が夫婦共々１か月の未納も無いよう、

欠かさず納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の、申立期間の国民年金保険料を納付していたとするその夫は既に

死去しており、申立人自身は保険料の納付に直接関与していないことから、

保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人及びその夫の納付状況を見ると、必ずしも夫婦同一とはなっ

ていないことから、夫の納付状況をもって申立人の保険料納付を推認するの

は困難である上、申立期間の一部については、その夫も未納となっている。 

さらに、申立人及びその夫とも、申立期間以外に数年間に及ぶ未納期間が

見受けられる。 

このほか、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、

確定申告書等)、周辺事情は見当たらない。             

これら申立内容及びこれら収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



栃木厚生年金 事案 312 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年９月 21日から 37年４月 30日まで 

    私は、昭和 36年９月 21日にＡ社に入社し、直ちに同社Ｂ支店勤務を命ぜ

られ、赴任した。Ｂ支店には１年半ほど勤務し、その後、本社に異動して、

44年の年末まで同社に継続して勤務していた。 

    しかし、厚生年金保険被保険者期間を照会したところ、資格取得年月日が

37 年５月１日との回答を得た。申立期間について厚生年金保険に加入して

いたと思うので、加入記録を訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の証言から、申立人が申立期間において、Ａ社Ｂ支店に勤務していた

可能性は考えられるが、同社は、昭和 62 年４月１日にＣ社との合併により全

喪しており、当時の事業主から事情を聴取することができず、合併後のＣ社か

らも申立人の厚生年金保険料控除に係る関連資料や証言は得られない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚について調査するも、Ａ社Ｂ支店での厚生

年金保険被保険者記録は確認できず、申立期間後の昭和 37 年９月に同社本社

において、被保険者資格を取得した記録が確認できる。 

 さらに、申立ての事業所が申立期間当時加入していたＤ健康保険組合に事情

を聴取するも、申立期間について被保険者であった記録は確認できない。 

 なお、申立人は、「給与明細書はあったと記憶しているが、細かい内訳は無

かったし、厚生年金保険料の控除についての記憶は無い。」と供述している。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

栃木厚生年金 事案 313 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 39年２月７日から同年８月９日まで 

②昭和 39年 11月９日から 40年 12月 21日まで 

    私は、Ａ社を退職した際に、脱退手当金を受給した記憶があるが、社会保

険事務所の記録によると、申立期間についても、脱退手当金を受給したこと

となっている。当時は長女が１歳のころで、幼い子供を連れて、請求手続等

を行った覚えが無いため、当該期間について脱退手当金の支給の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険庁の記録上、申立期間と合算して脱退手当金が支給され

たこととなっている申立期間以前に勤務した期間については、脱退手当金を申

立期間以前に受給したと主張しているが、申立期間以前に脱退手当金の支給記

録は無いほか、脱退手当金を受給していたことをうかがわせる事情は無い。 

また、申立人の脱退手当金は、社会保険庁のオンライン記録上、申立期間後

に申立期間とそれ以前の期間を基礎として支給されており、同一の被保険者記

号番号で管理されている申立期間とそれ以前の期間を支給期間とした脱退手

当金の支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。  

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに申立期間を含

む脱退手当金を受給したことを疑わせる事情は見当たらず、このほかに、申立

てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 314 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年３月１日から 12年３月１日まで 

    社会保険事務所から封書が届き、そこに記載された厚生年金保険の記録と

自分が持っていた給与明細書の記録を照合したところ、その標準報酬月額に

違いがあることが判明したので、正しい記録に訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ社は平成 13 年 12 月 31 日に適用

事業所でなくなっており、同社において取締役を務めていた申立人は、12 年

３月１日をもって厚生年金保険被保険者資格を喪失していることが確認でき

るところ、申立人の申立期間のうち、10 年３月から同年７月までの標準報酬

月額については、資格喪失日後の 12 年３月 23 日に、26 万円から９万 2,000

円に減額訂正されたことが確認できる。 

しかしながら、同社において社会保険に係る事務全般を担当していたとする

申立人は、申立期間当時、厚生年金保険料を滞納しており、その夫である事業

主及び社会保険事務所職員と相談した上で、滞納保険料を解消するため、標準

報酬月額を遡及して訂正する月額変更届に代表者印を押したと証言している

ことから、申立人は、同社の取締役として、申立期間に係る標準報酬月額の減

額に同意したと考えるのが自然である。 

なお、申立期間のうち、平成 10 年８月以降の標準報酬月額については、遡

及して減額訂正されていないことが確認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、取締役として、自らの標準

報酬月額に係る記録訂正に同意しながら、当該標準報酬月額の減額処理が有効

なものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生

年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 315 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険 

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 24年 11月 30日から 25年 12月 17日まで 

私は、昭和 23年５月にＡ社に入社してから 26年９月に退職するまで、一

度も休職や退職をしていない。自分の記憶でも約３年間位継続して勤務して

いたので、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いことは考えられない。

50年以上前のことであり、当時の給料明細書等は無いが、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社における同僚の氏名、仕事の内容及び住み込みで働いていた

ことなどを詳細に記憶しており、また、同僚の証言から申立人が当該事業所に

勤務していたことを推認することはできる。しかしながら、申立人が、申立期

間において厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確

認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

また、申立期間において社会保険事務所の管理しているＡ社の被保険者名簿

には、申立人の氏名は無く、整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 316 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険 

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年４月１日から 38年５月１日まで 

             ② 昭和 45年１月１日から 47年４月１日まで 

申立期間①について、私は、中学校を卒業してすぐに、Ａ社に勤務したが、

申立期間において、厚生年金保険の被保険者記録が無い。間違いなく勤務し

ていたのだから被保険者であると認めて欲しい。 

申立期間②について、私は、兄の経営するＢ社に昭和 45 年１月１日から

47 年４月１日まで勤務したが、この期間の厚生年金保険の被保険者記録が

無い。勤務していたことは間違いないのだから、被保険者であると認めて欲

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、当時の同僚の証言より、申立人がＡ社に勤務してい

たことを推認することはできる。 

しかし、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 38 年５月１日

からであり、当時の同僚も、「私は、昭和 36 年から申立ての事業所に勤務して

いるが、当該事業所が社会保険に加入したのは、38 年５月１日からである。

事業所からその旨の説明も受けたし、当時、社長の奥さんが社会保険の加入手

続を行うために、私が車で社会保険事務所まで連れて行ってあげたことを覚え

ている。」と具体的に供述している。 

また、申立人は、事業主により給与から厚生年金保険料が控除されていたこ

とに関する具体的記憶を有しておらず、事業主も既に死亡しているため、当時

の事情について話を聞くことができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



                      

  

申立期間②については、事業主の妻の証言により、申立人がＢ社に勤務して

いたことを推認することはできる。 

しかし、同社は個人事業所であり、厚生年金保険の適用事業所になっておら

ず、事業主の妻も、「厚生年金保険の加入手続を行った覚えはない。」と供述し

ている上、申立人も申立期間における厚生年金保険料控除に係る記憶が不明

瞭
りょう

である。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断 

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 


